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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指を撮影可能にガイドする指ガイドと、手のひらを撮影可能にガイドする掌ガイドと、
前記ガイドされた指および手のひらを撮影する単一の撮像部と、予め登録された登録指画
像および登録掌画像を記憶する登録画像記憶部と、前記撮影された指画像および掌画像と
前記登録指画像および登録掌画像との照合を行う照合認証部とを備えた認証用撮像装置で
あって、
　前記ガイドされた指における指血管パターンおよび指紋パターンを近赤外光により照射
する指撮影用光源と、
　前記撮像部により撮影された指血管パターン画像における相対位置に基づき前記指血管
パターン画像中における指紋パターンの位置探索を行う指紋位置探索手段と、
　前記照合認証部は、前記位置探索により特定された位置に基づき撮影された指紋パター
ン画像と前記指血管パターン画像とからなる前記指画像に基づき前記登録指画像から特徴
情報の近似する登録指画像を抽出する登録指画像抽出手段と、
　前記抽出された登録指画像に対応する登録掌画像と前記撮影された掌画像パターンとの
照合結果に基づき認証判定を行う認証判定手段と、
　を備えたことを特徴とする認証用撮像装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の認証用撮像装置において、
　前記撮像部は、
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　撮像中の画像における左右両端近傍の予め設定された画像領域の画素階調に基づき撮像
中の撮像対象が指であるか掌であるかを判定する撮像対象判定手段と、
　前記撮像対象が掌であると判定された場合に撮影を行う画像判定撮影手段とを備えたこ
とを特徴とする認証用撮像装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の認証用撮像装置において、
　前記照合認証部は、
　前記撮影した指血管パターン画像に基づき前記登録指画像における照合対象の絞り込み
を行うと共に、当該絞り込まれた照合対象の登録指画像と前記撮影した指紋パターン画像
との照合を行う指画像照合手段を備えたことを特徴とする認証用撮像装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の認証用撮像装置において、
　前記照合認証部は、
　前記撮影した指血管パターン画像に基づき前記登録指画像における照合対象の絞り込み
を行うと共に、当該絞り込まれた照合対象と前記撮影した掌パターン画像との照合を行う
指掌画像照合手段を備えたことを特徴とする認証用撮像装置。
【請求項５】
　請求項２に記載の認証用撮像装置において、
　前記照合認証部は、
　前記撮影した指紋画像パターン画像に基づき前記登録指画像における照合対象の絞り込
みを行うと共に、当該絞り込まれた照合対象と前記撮影した掌画像パターンとの照合を行
う指掌画像照合手段を備えたことを特徴とする認証用撮像装置。
【請求項６】
　手のひらを撮像可能にガイドする掌ガイドと、指を撮影可能にガイドする指ガイドとを
有し、手のひらと指とを撮像する単一の撮像部を備えた認証用撮像装置にあって、指およ
び手のひらを撮影した画像を登録画像と照合することにより個人認証判定を行う認証用撮
像方法において、
　指撮影用光源が前記ガイドされた指における指血管パターンおよび指紋パターンを近赤
外光により照射された場合に、前記撮像部が指血管パターンを撮影し、
　前記撮影された指血管パターン画像における相対位置に基づき前記指血管パターン画像
中における指紋パターンの位置探索を行い、
　前記位置探索により特定された位置に基づき前記撮像部が撮影した指紋パターン画像と
前記指血管パターン画像とからなる前記指画像に基づき前記登録指画像から特徴情報の近
似する登録指画像を抽出し、
　前記抽出された登録指画像に対応する登録掌画像と前記撮像部により撮影された掌画像
パターン画像との照合結果に基づき認証判定を行うことを特徴とする認証用撮像方法。
【請求項７】
　手のひらを撮像可能にガイドする掌ガイドと、指を撮影可能にガイドする指ガイドとを
有し、手のひらと指とを撮像する単一の撮像部を備えた認証用撮像装置にあって、指およ
び手のひらを撮影した画像を登録画像と照合することにより個人認証判定を行う認証用撮
像プログラムにおいて、
　指撮影用光源により近赤外光照射された前記指の指血管パターンを前記撮像部が撮影し
た場合に、当該撮影された指血管パターン画像における相対位置に基づき前記指血管パタ
ーン画像中における指紋パターンの位置探索を行う指紋位置探索機能と、
　前記位置探索により特定された位置に基づき前記撮像部が撮影した指紋パターン画像と
前記指血管パターン画像とからなる前記指画像に基づき前記登録指画像から特徴情報の近
似する登録指画像を抽出する登録指画像抽出機能と、
　前記抽出された登録指画像に対応する登録掌画像と前記撮像部により撮影された掌画像
パターン画像との照合結果に基づき認証判定を行う認証判定機能と、
　をコンピュータに実行させることを特徴とした認証用撮像プログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手を撮像し得られる生体特徴に基づいて個人認証を行う認証用撮像装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　指の撮像画像を用いて個人を認証する生体特徴認証技術は、指紋等の表皮の紋様や血管
のパターンを、予め登録された情報と照合する方式として知られている。また、手のひら
を用いて個人を認証する生体特徴認証技術についても、掌紋等の表皮の紋様や手のひら部
の血管パターンを予め登録された情報と照合する方式が知られており、例えば、銀行の自
動預払預貯金機（ＡＴＭ）のような機器に、上記のように指または手のひらの生体特徴を
用いて個人認証を行う技術が導入されている。
【０００３】
　その一方で、銀行の自動預払預貯金機（ＡＴＭ）などの市場では、指と手のひらの２つ
の生体特徴認証技術が銀行によって別々に搭載されており、多数の銀行に対応する必要の
あるＡＴＭでは、指紋および掌紋両方の生体特徴撮像(入力)装置が必要であり、その普及
を妨げているという不都合が生じている。
【０００４】
　これに対して、非接触型の生体特徴撮像装置の関連技術として指の指紋を生体特徴とし
て利用する手法が開示されている(特許文献１)。
　又、指の血管を生体特徴として利用する手法(特許文献２)や、手のひらの血管を生体特
徴として使用した手法(特許文献３)が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－８５５３８公報
【特許文献２】特願平５－１４５９５２公報
【特許文献３】特開２００６－１０７４０１公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記関連技術では、それぞれ異なった光学系と撮像手段が利用されてい
るため、例えば指紋と掌紋のように、複数の生体特徴認証技術に対応するためには別々に
複数の入力装置および撮像装置を利用する必要が生じ、認証装置の小型化および低価格化
を行うことができないという不都合があった。
　又、単一の生体情報を利用する認証装置の場合、撮影される時点における利用者の体調
、皮膚の状態、血圧状態などにより、認証精度が安定しないという不都合が生じ得る。
【０００７】
　更に、多量のデータの中から撮影された画像に合致する１つの画像情報を抽出するには
、予め登録された画像ひとつひとつとの照合処理を行う必要があるため、照合処理にかか
る時間が長くなってしまうという不都合があった。
【０００８】
［発明の目的］
　本発明は、上記従来例の有する不都合を改善し、生体情報の照合処理をより迅速に行う
認証用撮像装置を提供することを、その目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明に係る認証用撮像装置は、指を撮影可能にガイドす
る指ガイドと、手のひらを撮影可能にガイドする掌ガイドと、前記ガイドされた指および
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手のひらを撮影する単一の撮像部と、予め登録された登録指画像および登録掌画像を記憶
する登録画像記憶部と、前記撮影された指画像および掌画像と前記登録指画像および登録
掌画像との照合を行う照合認証部とを備えた認証用撮像装置であって、前記ガイドされた
指における指血管パターンおよび指紋パターンを近赤外光により照射する指撮影用光源と
、前記撮像部により撮影された指血管パターン画像における相対位置に基づき前記指血管
パターン画像中における指紋パターンの位置探索を行う指紋位置探索手段と、前記照合認
証部は、前記位置探索により特定された位置に基づき撮影された指紋パターン画像と前記
指血管パターン画像とからなる前記指画像に基づき前記登録指画像から特徴情報の近似す
る登録指画像を抽出する登録指画像抽出手段と、前記抽出された登録指画像に対応する登
録掌画像と前記撮影された掌画像パターンとの照合結果に基づき認証判定を行う認証判定
手段と、を備えた構成をとっている。
【００１０】
　又、本発明にかかる認証用撮像方法は、手のひらを撮像可能にガイドする掌ガイドと、
指を撮影可能にガイドする指ガイドとを有し、手のひらと指とを撮像する単一の撮像部を
備えた認証用撮像装置にあって、指および手のひらを撮影した画像を登録画像と照合する
ことにより個人認証判定を行う認証用撮像方法において、指撮影用光源が前記ガイドされ
た指における指血管パターンおよび指紋パターンを近赤外光により照射された場合に、前
記撮像部が指血管パターンを撮影し、前記撮影された指血管パターン画像における相対位
置に基づき前記指血管パターン画像中における指紋パターンの位置探索を行い、前記位置
探索により特定された位置に基づき前記撮像部が撮影した指紋パターン画像と前記指血管
パターン画像とからなる前記指画像に基づき前記登録指画像から特徴情報の近似する登録
指画像を抽出し、前記抽出された登録指画像に対応する登録掌画像と前記撮像部により撮
影された掌画像パターン画像との照合結果に基づき認証判定を行うことを特徴とする。
【００１１】
　更に、本発明にかかる認証用撮像プログラムは、手のひらを撮像可能にガイドする掌ガ
イドと、指を撮影可能にガイドする指ガイドとを有し、手のひらと指とを撮像する単一の
撮像部を備えた認証用撮像装置にあって、指および手のひらを撮影した画像を登録画像と
照合することにより個人認証判定を行う認証用撮像プログラムにおいて、指撮影用光源に
より近赤外光照射された前記指の指血管パターンを前記撮像部が撮影した場合に、当該撮
影された指血管パターン画像における相対位置に基づき前記指血管パターン画像中におけ
る指紋パターンの位置探索を行う指紋位置探索機能と、前記位置探索により特定された位
置に基づき前記撮像部が撮影した指紋パターン画像と前記指血管パターン画像とからなる
前記指画像に基づき前記登録指画像から特徴情報の近似する登録指画像を抽出する登録指
画像抽出機能と、前記抽出された登録指画像に対応する登録掌画像と前記撮像部により撮
影された掌画像パターン画像との照合結果に基づき認証判定を行う認証判定機能と、をコ
ンピュータに実行させることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は、以上のように構成され機能するので、これによると、ガイドされた指および
手のひらをそれぞれ撮像する単一の撮像部と、撮影された指および掌画像に基づき認証判
定を行う照合認証部とを備えた構成とすることにより、複数の生体情報に基づく照合判定
処理を迅速に行うことができ、且つ認証精度を有効に向上させることを可能とする認証用
撮像装置、認証用撮像方法、および認証用撮像プログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明による認証用撮像装置の実施形態を示す概略構成斜視図である。
【図２】図１の内部構成を示す図で、図２(Ａ)は撮像手段を含む縦断面図、図２(Ｂ)は図
２(Ａ)のＡ－Ａ’に沿った断面図である。
【図３】図１に開示した認証用撮像装置の内部構成を示す概略ブロック図である。
【図４】図１に開示した認証用撮像装置における指撮影時の側面図である。
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【図５】図１に開示した認証用撮像装置における手のひら撮影時の側面図である。
【図６】図１に開示した認証用撮像装置の全体的な動作処理ステップを示すフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
［実施形態］
　ここでは、まず、本発明の実施形態の基本的構成内容について説明する。
【００１５】
　本実施形態の生体特徴撮像装置（以下「撮像装置」という）１００は、図１に示すよう
に、撮像装置１００の内部に設けられたカメラ等の撮像手段１０４を設け、この撮像手段
１０４に対して指の指紋および指血管パターンの撮像領域を撮影に適した位置に導く指先
ガイド１０２および指根ガイド１０３と、手のひらの掌紋および掌血管パターンを撮影に
適した位置に導く掌ガイド１０１とが撮像装置１００の上部に設けられた構成となってい
る。
【００１６】
　ここで、指の撮影を行うにあたっては、上記指先ガイド１０２に利用者の指の先端が置
かれると共に、指根ガイド１０３には当該指の根元(指根部)が置かれることにより、利用
者の指が、撮像手段１０４による撮像に適した位置に導かれる。
　また、掌ガイド１０１は、利用者の指根部が置かれることにより、撮像手段１０４に対
して利用者の手のひらを撮像に適した位置に導く。
　尚、掌ガイド１０１によりガイドされた手のひらの撮像領域の位置は、指先ガイド１０
２および指根ガイド１０３によりガイドされた指の撮像領域の位置より撮像手段１０４か
ら遠ざかる側に設定される。つまり、ガイドされた指の位置は、ガイドされた手のひらの
位置と撮像装置１０４との間に位置する。
　これにより、ガイドされた掌撮像領域の位置は、指撮影領域の位置に比べて撮像手段１
０４との距離が大きくなるため、指の撮像領域より広い範囲の掌の範囲を撮影することが
可能となる。
　このため、掌画像による生体認証、つまり掌紋および掌血管パターンにより認証判定を
行う場合に、より多くの特徴点や認証判定に利用される個人特徴情報を撮像することがで
き、これにより、認証精度を向上させることができる。
【００１７】
　また、ガイドされた指および掌の撮像領域の位置が、上下に重なる位置に設定されるの
で、撮像装置１００の専有面積を小さく設定することができる。このため、この撮像装置
の設置スペースを抑制することができ、設置にかかるコストを低減することができる。
【００１８】
　掌ガイド１０１は、凹部２０１，２０２，２０３を有し、 手のひらの掌紋および掌血
管を撮像手段１０４で撮像する場合、図４に示すように、この凹部に利用者の手の中心３
本の指（人差し指，中指，薬指）の根元部が乗せられることにより、手のひらの撮影領域
は、撮像可能な位置にガイドされる。
【００１９】
　指先ガイド１０２および指根ガイド１０３は、利用者の指の指紋および血管パターンを
撮像手段１０４で撮像する場合に、図５に示すように、指の先端が指先ガイド１０２に、
そして同じ指の根元が指根ガイド１０３に置かれることにより、
指の撮影領域が撮像可能な位置にガイドされる。
【００２０】
　ここで、上記撮像装置１００の撮像手段１０４を含む縦断面図を図２(Ａ)に、また、図
２(Ａ)におけるＡ－Ａ’に沿った断面図を図２(Ｂ)に示す。
【００２１】
　ここで、指紋掌紋用光源２０８は、面状光源で、図２(Ａ)および(Ｂ)に示すように、装
置指先側(前面側)片面に配置され、指紋あるいは掌紋を撮像する場合に点灯され、指の指
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紋部または手のひらの掌紋部を照射する。
　指紋掌紋用光源２０８は、皮膚表面の凹凸である指紋および掌紋を撮像するために、な
るべく皮膚表面の凹凸による影ができた方が望ましいため、一方向から照射を行う。
【００２２】
　尚、指紋掌紋用光源２０８は、血管が写りにくい短い波長の光源が望ましい。又、外乱
光の除去の効果を考えると、指紋掌紋用光源２０８は、血管用光源２０９と同じ近赤外の
波長帯であってもよい（請求項１に対応）。
　また、指紋掌紋用光源２０８および血管用光源２０９が同じ波長帯であった場合でも、
専用の指紋掌紋用光源が一方向から照射を行う配置とすることにより、十分なコントラス
トが得られ、更には、撮像された画像に対する画像処理を行うことにより指紋掌紋の識別
を妨げる外光の影響を十分に抑制することができる。
【００２３】
　血管用光源２０９は、線状光源で装置左右両側面内側にそれぞれ配置され、指の血管あ
るいは手のひらの血管を撮像する場合に、ガイドされた指および手のひらに対して近赤外
光の照射を行う。
　更に、血管用光源２０９は、指および手のひらの血管パターンの撮像を行うのに際し、
皮膚表面の凹凸である指紋および掌紋の影が撮像画像になるべく現れないようにするため
、撮像対象の指および手のひらを挟んだ２方向からの照射を行う。
【００２４】
　撮像手段１０４は、指の指紋および指血管パターン、または手のひらの指紋および掌血
管パターンを撮像しそれぞれの画像データを生成する機能を有する。
　ここで、撮像手段１０４は、ＣＣＤやＣＭＯＳなどのイメージセンサおよび制御系、イ
メージセンサに指や手のひらの画像を結像するレンズ光学系などで構成されるものとする
。
　また、撮像手段１０４は、撮影によりイメージセンサに結像した画像を画像データに変
換するＡＤコンバータなどを含み構成される。
　更に、撮像手段１０４には、指を撮像するための適切な焦点距離やシャッタースピード
などが予め設定された指撮像モードと、同様に手のひらを撮像するための適切な焦点距離
やシャッタースピード等が予め設定された掌撮像モードが、予め設定されている。
【００２５】
　また、撮像装置１００は、図３に示すように、撮像手段１０４に接続され、当該撮像手
段１０４により生成された画像データを取得する画像処理部２０４と、予め登録された指
紋や掌紋、血管パターンなどの画像特徴データを記憶する照合部２０５と、撮像手段１０
４に接続され当該撮像手段１０４の撮像モード等の制御を行う撮像モード１０４とを有し
た構成となっている。
【００２６】
　画像処理部２０４は、撮像手段１０４から取得した画像データから指紋や掌紋、指およ
び掌血管の画像特徴を抽出すると共に、抽出された画像特徴データを照合部２０５に送信
する画像特徴抽出機能を有する。
　ここで、画像処理部２０４は、マイクロプロセッサーなどで構成され、指の指紋や手の
ひらの掌紋および血管画像の画像処理を適切に行う。
【００２７】
　照合部２０５は、 前記予め登録された画像特徴データに基づき画像処理部２０４から
送り込まれた画像特徴データを照合する画像データ照合機能を備えている。
【００２８】
　制御部２１０は、撮像手段１０４に接続され、撮像手段１０４の撮像モードを制御する
撮像モード制御機能を備えている。
　又、制御部２１０は、画像処理部２０４から送り込まれた画像データに基づき撮像手段
１０４の撮影モードを設定する階調モード設定機能を備えてもよい。
【００２９】
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　このとき、制御部２１０は、撮像された画像データを取得すると共に、この画像データ
内の予め設定された１または異なる複数の画素の階調を調べ、これにより、結像された画
像が指の画像であるか、手のひらの画像であるかを判定する機能を有する。
【００３０】
　例えば、撮像された画像の左右どちらかに偏った部分のいくつかの画素の階調を、撮像
された画像データに基づき取得し、それらの階調が全て「黒」を示す場合、取得された画
像は画像の中央部のみが結像された指の画像であると判定することができる。
　また、設定された画素が全て「白」を示す場合、画像データの画面全体が結像した画像
である判定でき、これにより、この画像は、結像領域の広い手のひらであると判定するこ
とができる。
【００３１】
　上記のようにして撮像対象が、手のひらなのか指なのかを判定すると共に、撮像手段１
０４の撮像モードを、撮像対象に適合した撮像モードに設定するようにしてもよい。
【００３２】
　また、制御部２１０は、掌ガイド１０１および指先ガイド１０２に接続され、例えば、
掌ガイド１０１に指根部が載せられた、つまり、掌ガイド１０１が手のひらをガイドした
状態のときに、センサーなどを介して、これを検知するガイド検知機能を備え、掌ガイド
に手が載せられたことが検知された場合には、撮像対象が手のひらと判定すると共に、撮
像手段１０４の撮像モードを撮像対象(手のひら)に適合した撮像モードに設定するように
してもよい。
【００３３】
　更に、制御部２１０は、例えば、指ガイド１０２に指先部が載せられた、つまり、指ガ
イド１０２が指をガイドした状態のときに、上記ガイド検知機能によりこれを検知し、撮
像対象が指であるという判定行う。ここで撮像手段１０４の撮像モードを撮像対象(手の
ひら)に適合した撮像モードに設定(変更)するようにしてもよい。
【００３４】
　これにより、上記撮像装置１００は、指紋、掌紋、指血管パターン、および掌血管パタ
ーンを撮像することができ、個人認証にかかるセキュリティを有効に確保することができ
る。
　また、一つの撮像手段で指の指紋と血管、手のひらの掌紋と血管の生体特徴を撮像する
と共に認証判定することによって、小型で安価な生体特徴撮像装置を提供することができ
る。
　更に、複数の異なる生体特徴を同一の撮像手段１０４により撮像することにより、撮像
を行う撮像手段ごとに異なる画像データの特質や癖などが現れることにより生じる認証判
定にかかる影響を抑制することができる。
【００３５】
　また、制御部２１０は、撮像部１０４を制御して、上記撮影された指血管パターン画像
の相対位置として指紋の位置を(予測)検出する指紋位置予測検出機能を備えている。
　これにより、撮影された指血管パターン、掌血管パターン画像に基づいて、その相対位
置としての指紋、掌紋の撮影領域を予測し特定することができる。
【００３６】
　照合部２０５は、予め登録された指紋や掌紋、血管パターンなどの登録画像との照合を
行う画像照合機能を有する。
　照合部２０５は、照合データ記憶手段２１１に予め登録された指血管登録画像と、送り
込まれた指血管特徴画像との照合を行い、予め設定された特徴情報に合致した登録指血管
画像(認証候補指血管画像)の抽出(選出)を行う機能を有する。
【００３７】
　照合部２０５は、送り込まれた特徴画像情報における特徴情報を抽出すると共にこの特
徴情報に基づき、予め登録された登録画像(Ｎ)との１：Ｎ照合を行う機能を備えている。
　又、照合部２０５は、特徴情報として、複数の特徴情報が一致する登録画像を選出し、
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特徴情報の類似した候補画像を選出する、換言すると、予め設定された照合レベルに応じ
て粗い特徴照合を行う候補画像選出機能を有する。
　これにより、多数の登録画像の中から、迅速に認証候補画像を選出することができる。
【００３８】
　尚、照合部２０５に送られた画像が、掌を撮影した掌画像(掌血管パターン、掌紋画像)
である場合、掌の画像データは、指の画像データに比べて画像サイズが大きいため、照合
処理に時間がかかってしまう。
　このため、指の指紋、または指血管パターン、またはその両方による照合を先に行い、
照合の対象となる登録された掌画像を限定することによって、掌照合処理にかかる時間を
短縮することができる。
【００３９】
　また、照合部２０５により行われる照合レベルを可変的に設定できるようにしてもよい
。例えば、特徴情報の設定を細かく(多数)設定することにより、照合により絞られる(選
出される)登録画像の数を限定することができる。
【００４０】
［実施形態の動作説明］
　次に、上述のように構成される生体特徴撮像装置１００の動作について説明する。
　指撮影用光源が前記ガイドされた指における指血管パターンおよび指紋パターンを近赤
外光により照射された場合に、撮像手段１０４が指血管パターンを撮影し、次いで、撮影
された指血管パターン画像における相対位置に基づき前記指血管パターン画像中における
指紋パターンの位置探索を行い（指紋位置探索行程）、この位置探索により特定された位
置に基づき前記撮像部が撮影した指紋パターン画像と前記指血管パターン画像とからなる
前記指画像に基づき前記登録指画像から特徴情報の近似する登録指画像を抽出する（登録
指画像抽出工程）。
　次いで、抽出された登録指画像に対応する登録掌画像と撮像手段１０４により撮影され
た掌画像パターン画像との照合結果に基づき認証判定を行う。
【００４１】
　ここで、上記指紋位置探索工程、登録指画像抽出工程、および認証判定工程については
、その実行内容をプログラム化し、コンピュータに実行させる構成としてもよい。
【００４２】
　尚、本実施形態では、撮影された指血管パターン画像、指紋画像、掌血管パターン画像
、および掌紋画像を、この順番で照合処理を行うと共に個人認証判定を行う設定としてい
るが、指血管パターン画像と掌血管パターン画像、および掌紋画像の組み合わせや、指紋
画像、掌血管パターン画像、および掌紋画像の組み合わせにより照合および個人認証判定
処理を行う設定としてもよい。
【００４３】
　また、指血管パターン画像、指紋画像、および掌血管パターン画像の組み合わせや、指
血管パターン画像、指紋画像、および掌紋画像の組み合わせにより照合および個人認証判
定処理を行う設定としてもよい。
　これにより、撮像される範囲の小さい指画像(指血管パターン画像、指紋画像)に基づき
、登録された画像との粗照合を迅速に行うことができ、更には、掌画像(掌血管パターン
画像、掌紋画像)に基づき個人認証判定全体の時間短縮を実現することができる。
【００４４】
　次に、上記実施形態の撮像装置１００の動作について、図６のフローチャートに基づき
詳説する。
【００４５】
　まず、撮像手段１０４が、ガイドされた指の指血管パターンを撮像する(ステップＳ１
０１：指血管撮像工程)。
　このとき、利用者の指は、図５に示すように、指先ガイド１０２および指根ガイド１０
３に置かれているものとする。これにより、指先ガイド１０２および指根ガイド１０３に
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置かれた指の指血管パターンおよび指紋パターンは、撮像手段１０４からの撮像に適する
位置にガイドされる。
　これにより、撮像手段１０４は、撮像角度および撮像ピントを調節することなく、指血
管パターンおよび指紋パターンを撮影することができる（請求項１に対応）。
【００４６】
　又、このとき制御部２１０が、指先ガイド１０２および指根ガイド１０３に指が置かれ
たことを検知すると共に、撮像手段１０４の撮像モードを指撮像モードに設定することに
より、撮像手段１０４がガイドされた指の指血管パターンを撮影する設定としてもよい。
【００４７】
　更に、制御部２１０が、撮像手段１０４により撮影された映像内における特定の画素の
階調に基づいて、撮像手段１０４の撮像モードを指撮像モードにするか掌撮像モードにす
るかを設定するようにしてもよい。
　この場合、制御部２１０が、撮影された映像内における特定の画素の階調に基づいて、
ガイドに対して指又は掌が撮影可能に置かれているかを判定する。
　例えば、撮影されている映像内の左右両端付近に設定された画素について、当該画素が
予め設定された階調よりも高い、つまり黒い(濃い)場合には、指が置かれていると判定し
、当該画素が予め設定された階調より低い、つまり白い(薄い)場合には、掌が置かれてい
ると判定する。
【００４８】
　次いで、撮像手段１０４は、ガイドされた指の指紋パターンの撮影を行う(ステップＳ
１０２：指紋撮像行程)。
【００４９】
　尚、制御部２１０は、上記指紋撮像工程に先立ち、撮像部１０４を制御することにより
、上記ステップＳ１０１で撮影された指血管パターン画像における相対位置としての指紋
パターンの位置（指紋の位置）を探索し、特定する設定であってもよい（指紋位置探索工
程）。
　これにより、撮影対象である指紋パターンの探索範囲が限定されるため、撮影対象であ
る指紋パターンの位置を探索するための探索時間、および指紋撮像全体にかかる時間を効
果的に短縮することができる。
【００５０】
　また、上記撮影された指血管パターンに基づき、その相対位置から指紋の中心点を効果
的に探索、設定することができるので、撮影される指紋画像の画像品質を高めることがで
きる。
【００５１】
　次いで、撮像手段１０４は、上記撮影された指血管パターン画像を画像処理部２０４に
送出する(ステップＳ１０３)。次に、画像処理部２０４は、この指血管パターン画像に基
づき画像特徴を抽出して指血管特徴画像を生成すると共に、この指血管特徴画像を照合部
２０５に送る(ステップＳ１０４：指血管特徴画像生成工程)。
【００５２】
　次に、照合部２０５は、照合データ記憶手段２１１に予め登録された指血管登録画像と
、送り込まれた指血管特徴画像との照合を行い、予め設定された特徴情報に合致した登録
指血管画像(認証候補指血管画像)の抽出(選出)を行う(ステップＳ１０５：認証候補指血
管画像選出工程)。
【００５３】
　ここで、照合部２０５は、送り込まれた指血管特徴画像(1)における特徴情報を抽出す
ると共に、この特徴情報に基づき、予め登録された指血管登録画像(Ｎ個)との１：Ｎ照合
を行う。
　ここでは、照合部２０５は、特徴情報として、例えば、５つの特徴情報が一致する指血
管登録画像を選出する。
　このように、照合部２０５は、登録された画像情報から特徴情報の類似した候補画像を
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選出することにより、粗く特徴照合を行う。これにより、多数の登録画像の中から、迅速
に認証候補画像を選出することができる。
【００５４】
　ここで、照合部２０５により行われる照合レベルを可変的に設定できるようにしてもよ
い。例えば、特徴情報の設定を細かく(多数)設定することにより、照合により絞られる(
選出される)登録画像の数を限定することができる。
【００５５】
　次いで、撮像手段１０４は、上記撮影された指紋画像を画像処理部２０４に送出する(
ステップＳ１０６)。
　画像処理部２０４は、この指紋画像に基づき画像特徴を抽出して指紋特徴画像を生成す
ると共に、この指紋特徴画像を照合部２０５に送る(ステップＳ１０７：指紋特徴画像生
成工程)。
【００５６】
　ここで、照合部２０５は、撮影された指血管パターン画像に基づき登録指画像における
照合対象の絞り込みを行い、絞り込まれた照合対象の登録指画像と撮影した指紋パターン
画像との照合を行う設定であってもよい（指画像照合手段：請求項３に対応）。
【００５７】
　尚、上記ステップＳ１０６～１０７の工程は、ステップＳ１０３に続いて実行される設
定としてもよい。
　これにより、ステップＳ１０５の指血管候補画像選出工程の間に、撮影された指紋特徴
情報を照合部２０５に送ることができるため、全体としての照合時間を短縮することがで
きる。
【００５８】
　次に、照合部２０５は、送り込まれた指紋特徴画像と、上記選出された指血管登録画像
それぞれに対応した登録指紋画像との照合を行う(ステップＳ１０８：認証候補指紋画像
選出工程)。
【００５９】
　尚、上記ステップＳ１０５の認証候補指血管画像選出工程の結果、予め生体情報が登録
された１人のユーザが特定された場合には、照合部２０５が、特定された登録指紋画像と
上記指紋特徴画像とを相互に照合を行う１対１照合(1対1掌血管照合)ことにより認証判定
を行う設定としてもよい。
【００６０】
　ここで、照合部２０５は、抽出された各指血管登録画像に対応する指紋画像それぞれと
、撮影された指紋画像に含まれる特徴点(ここでは、５点とする)情報に基づき指紋情報の
照合を行い(指紋照合工程)、上記特徴点情報の合致、又は近似する認証候補指紋画像を選
出する。
　これにより、照合部２０５は、上記選出された認証候補指紋画像から特徴点情報の位置
に基づき、更に認証候補画像の限定抽出を行うことができる。
【００６１】
　ここで、照合部２０５により行われる照合レベルを可変的に設定できるようにしてもよ
い。例えば、指紋情報における特徴点情報の数をより多く設定することにより、当該照合
により絞られる認証候補画像の数をより少数に限定することができる。
【００６２】
　次いで、撮像手段１０４が、掌血管パターンを撮像する(ステップＳ１０９：掌血管撮
像工程)。ここでは、利用者の手のひらが、図６に示すように、掌ガイド１０１に置かれ
ているものとする。
【００６３】
　ここで、制御部２１０が、掌ガイド１０１に指根部が置かれたことを検知すると共に、
撮像手段１０４の撮像モードを指撮像モードに設定することにより、撮像手段１０４がガ
イドされた掌血管パターンを撮影する設定としてもよい。
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【００６４】
　又、制御部２１０が、撮像手段１０４により撮影された映像内における特定の画素の階
調に基づいて、撮像手段１０４の撮像モードを掌撮像モードに設定するようにしてもよい
。
　この場合、制御部２１０が、撮影された映像内における特定の画素の階調に基づいて、
ガイドに対して指が置かれているか、掌が置かれているかを判定する。例えば、撮影され
ている映像内中央の左右両端付近に設定された画素について、当該画素が予め設定された
階調よりも高い、つまり黒い(濃い)場合には、指が置かれていると判定し、当該画素が予
め設定された階調より低い、つまり白い(薄い)場合には、掌が置かれていると判定する（
請求項２に対応）。
【００６５】
　次いで、撮像手段１０４は、ガイドされた手のひらの掌紋撮影を行う(ステップＳ１１
０：指紋撮像工程)。
【００６６】
　次に、撮像手段１０４は、撮影された掌血管パターン画像を画像処理部２０４に送出す
る(ステップＳ１１１)。
　ここで、画像処理部２０４は、この掌血管パターン画像に基づき画像特徴を抽出して掌
血管特徴画像を生成すると共に、この掌血管特徴画像を照合部２０５に送る(ステップＳ
１１１)。
【００６７】
　次に、照合部２０５は、照合データ記憶手段２１１に予め登録された登録掌血管画像の
うちの上記選出された認証候補指紋画像それぞれに対応した登録掌血管画像と、上記送り
込まれた指紋特徴画像との照合を行う(ステップＳ１１２)。
【００６８】
　ここで、照合部２０５は、上記選出された認証候補指紋画像に対応した掌血管画像内で
、撮影された掌血管パターン画像に含まれる特徴情報に基づき掌血管パターンの照合を行
い、上記特徴情報の合致する認証候補掌血管画像を選出する。
　これにより、照合部２０５は、上記選出された認証候補画像から掌血管パターンの特徴
情報に基づき、更に認証候補画像の限定抽出を行うことができる。
【００６９】
　また、照合部２０５により行われる照合レベルを可変的に設定できるようにしてもよい
。例えば、掌血管パターン情報における特徴情報の数をより多く設定する(照合レベルを
上げる)ことにより、当該照合により絞られる認証候補画像の数をより少数に限定するこ
とができる。
【００７０】
　更に、照合部２０５は、撮影した指血管パターン画像に基づき前記登録指画像における
照合対象の絞り込みを行うと共に、当該絞り込まれた照合対象と撮影した掌パターン画像
との照合を行う設定であってもよい（指掌画像照合手段：請求項４に対応）。
【００７１】
　また、照合部２０５は、撮影した指紋画像パターン画像に基づき前記登録指画像におけ
る照合対象の絞り込みを行うと共に、当該絞り込まれた照合対象と前記撮影した掌画像パ
ターンとの照合を行う設定であってもよい（請求項５に対応）。
【００７２】
　尚、上記ステップＳ１０５の認証候補指血管画像選出工程、または、ステップＳ１０８
の認証候補指紋画像選出工程の結果、予め生体情報が登録された１人のユーザが特定され
た場合には、照合部２０５が、特定された登録指紋画像と上記指紋特徴画像とを相互に照
合を行う１対１照合(1対1掌血管照合)ことにより、個人認証判定を行う設定としてもよい
。
【００７３】
　次いで、撮像手段１０４は、上記撮影された掌紋画像を画像処理部２０４に送出する(
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ステップＳ１１３)。
　ここで、画像処理部２０４は、この掌紋画像に基づき画像特徴を抽出して掌紋特徴画像
を生成すると共に、この指紋特徴画像を照合部２０５に送る(ステップＳ１１４：掌紋特
徴画像生成工程)。
【００７４】
　次に、照合部２０５は、送り込まれた掌紋特徴画像と、上記選出された認証候補掌血管
画像それぞれに対応する登録掌紋画像との照合を行う(ステップＳ１１５：掌紋照合工程)
。
　ここで、照合部２０５は、上記選出された認証候補掌血管画像に対応した登録掌紋画像
内で、上記掌紋特徴画像に含まれる特徴点情報に基づき照合を行い、上記特徴点情報の合
致する登録指紋画像１つを特定する。
　ここで、１つの掌紋情報が特定された場合に、個人認証成功とする。
　尚、上記ステップＳ１１２の掌血管照合工程の結果、１人のユーザの生体情報画像に特
定された場合には、照合部２０５は、１人に絞られた認証候補掌血管画像に対応した登録
掌紋画像と掌紋特徴画像とを、両画像に含まれる特徴点情報に基づき、１対１照合を行う
(掌紋照合工程)設定としてもよい。
　ここで、この１対１照合の結果、掌紋情報が適合した場合に、個人認証成功とする。ま
た、掌紋情報が適合しない場合は、認証失敗とする。
【００７５】
　以上のように、本発明の実施形態においては、指および手のひらの生体特徴を撮像する
と共に、撮像された指画像に基づき登録された指画像との粗照合を行い、掌画像の照合に
より個人認証を行うことにより、照合および個人認証全体の処理を迅速に行うことが可能
となる。
　又、ユーザによるＩＤの入力を必要とすることなく、撮影された指および手のひら画像
だけを用いて個人認証を行うことができるため、認証にかかる高いセキュリティを確保す
ることができる。
　更に、指および手のひらの生体特徴を組み合わせて個人認証を行うことにより、従来の
単一の生体特徴を利用した認証システムより認証精度の高い生体特徴撮像装置を提供する
ことができる。
【００７６】
　尚、上記実施形態では、撮影された指血管パターン画像、指紋画像、掌血管パターン画
像、および掌紋画像を、この順番で照合処理を行うと共に個人認証判定を行う設定とした
が、指血管パターン画像又は指紋画像と、掌血管パターン画像又は掌紋画像とをそれぞれ
組み合わせて個人認証を行う設定としてもよい。
　このようにしても、ユーザによるＩＤの入力を必要とすることなく、撮影された指およ
び手のひら画像だけを用いて個人認証を行うことができ、認証にかかる高いセキュリティ
を確保することができる。又、従来の単一の生体特徴を利用した認証システムより認証精
度の高い個人認証判定処理を行うことができる。
【００７７】
　更に、本実施形態では、単一の撮像手段１０４で指と手のひらの生体特徴を撮像するこ
とができ、このため、複数の撮像手段が組み合わされて設置されたものより、撮像装置を
安価で小型な撮像装置を提供することができる。
　又、指の指紋や血管パターンおよび手のひらの掌紋や血管パターンの生体特徴を、共通
の単一の撮像手段１０４で撮影するため、共通の光学的条件下の画質で撮像することがで
きる。
【００７８】
　上述した実施形態については、その新規な技術的内容の要点をまとめると、以下のよう
になる。
　尚、上記の実施形態の一部又は全部は、新規な技術として以下のようにまとめられるが
、本発明は必ずしもこれに限定されるものではない。
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【００７９】
（付記１）
　指を撮影可能にガイドする指ガイドと、手のひらを撮影可能にガイドする掌ガイドと、
前記ガイドされた指および手のひらを撮影する単一の撮像部と、予め登録された登録指画
像および登録掌画像を記憶する登録画像記憶部と、前記撮影された指画像および掌画像と
前記登録指画像および登録掌画像との照合を行う照合認証部とを備えた認証用撮像装置で
あって、
　前記ガイドされた指における指血管パターンおよび指紋パターンを近赤外光により照射
する指撮影用光源と、
　前記撮像部により撮影された指血管パターン画像における相対位置に基づき前記指血管
パターン画像中における指紋パターンの位置探索を行う指紋位置探索手段と、
　前記照合認証部は、前記位置探索により特定された位置に基づき撮影された指紋パター
ン画像と前記指血管パターン画像とからなる前記指画像に基づき前記登録指画像から特徴
情報の近似する登録指画像を抽出する登録指画像抽出手段と、
　前記抽出された登録指画像に対応する登録掌画像と前記撮影された掌画像パターンとの
照合結果に基づき認証判定を行う認証判定手段と、
　を備えたことを特徴とする認証用撮像装置。
【００８０】
（付記２）
　付記１に記載の認証用撮像装置において、
　前記撮像部は、
　撮像中の画像における左右両端近傍の予め設定された画像領域の画素階調に基づき撮像
中の撮像対象が指であるか掌であるかを判定する撮像対象判定手段と、
　前記撮像対象が掌であると判定された場合に撮影を行う画像判定撮影手段とを備えたこ
とを特徴とする認証用撮像装置。
【００８１】
（付記３）
　付記１に記載の認証用撮像装置において、
　前記照合認証部は、
　前記撮影した指血管パターン画像に基づき前記登録指画像における照合対象の絞り込み
を行うと共に、当該絞り込まれた照合対象の登録指画像と前記撮影した指紋パターン画像
との照合を行う指画像照合手段を備えたことを特徴とする認証用撮像装置。
【００８２】
（付記４）
　付記２に記載の認証用撮像装置において、
　前記照合認証部は、
　前記撮影した指血管パターン画像に基づき前記登録指画像における照合対象の絞り込み
を行うと共に、当該絞り込まれた照合対象と前記撮影した掌パターン画像との照合を行う
指掌画像照合手段を備えたことを特徴とする認証用撮像装置。
【００８３】
（付記５）
　付記２に記載の認証用撮像装置において、
　前記照合認証部は、
　前記撮影した指紋画像パターン画像に基づき前記登録指画像における照合対象の絞り込
みを行うと共に、当該絞り込まれた照合対象と前記撮影した掌画像パターンとの照合を行
う指掌画像照合手段を備えたことを特徴とする認証用撮像装置。
【００８４】
（付記６）
　手のひらを撮像可能にガイドする掌ガイドと、指を撮影可能にガイドする指ガイドとを
有し、手のひらと指とを撮像する単一の撮像部を備えた認証用撮像装置にあって、指およ
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像方法において、
　指撮影用光源が前記ガイドされた指における指血管パターンおよび指紋パターンを近赤
外光により照射された場合に、前記撮像部が指血管パターンを撮影し、
　前記撮影された指血管パターン画像における相対位置に基づき前記指血管パターン画像
中における指紋パターンの位置探索を行い、
　前記位置探索により特定された位置に基づき前記撮像部が撮影した指紋パターン画像と
前記指血管パターン画像とからなる前記指画像に基づき前記登録指画像から特徴情報の近
似する登録指画像を抽出し、
　前記抽出された登録指画像に対応する登録掌画像と前記撮像部により撮影された掌画像
パターン画像との照合結果に基づき認証判定を行うことを特徴とする認証用撮像方法。
【００８５】
（付記７）
　手のひらを撮像可能にガイドする掌ガイドと、指を撮影可能にガイドする指ガイドとを
有し、手のひらと指とを撮像する単一の撮像部を備えた認証用撮像装置にあって、指およ
び手のひらを撮影した画像を登録画像と照合することにより個人認証判定を行う認証用撮
像プログラムにおいて、
　指撮影用光源により近赤外光照射された前記指の指血管パターンを前記撮像部が撮影し
た場合に、当該撮影された指血管パターン画像における相対位置に基づき前記指血管パタ
ーン画像中における指紋パターンの位置探索を行う指紋位置探索機能と、
　前記位置探索により特定された位置に基づき前記撮像部が撮影した指紋パターン画像と
前記指血管パターン画像とからなる前記指画像に基づき前記登録指画像から特徴情報の近
似する登録指画像を抽出する登録指画像抽出機能と、
　前記抽出された登録指画像に対応する登録掌画像と前記撮像部により撮影された掌画像
パターン画像との照合結果に基づき認証判定を行う認証判定機能と、
　をコンピュータに実行させることを特徴とした認証用撮像プログラム。
【産業上の利用可能性】
【００８６】
　本発明は、ＡＴＭやパーソナルコンピュータ等でその使用に先立ち指および手のひらに
よる個人認証を行う認証装置や、部屋および建物への入退出時に利用される個人認証シス
テムに適用することが可能である。
【符号の説明】
【００８７】
　１０１　掌ガイド
　１０２　指先ガイド
　１０３　指根ガイド
　１０４　撮像手段
　２０１，２０２，２０３　凹部
　２０４　画像処理部
　２０５　照合部
　２０８　指紋掌紋用光源
　２０９　血管用光源
　２１１　照合データ記憶手段
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